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  今定例会におきまして、決算特別委員会に付

託になりました認第１号、平成15年度長井市

歳入歳出決算認定について並びに認第２号、

平成15年度長井市水道事業会計決算認定につ

いての２件について、審査いたしました結果

についてご報告申し上げます。 

  本委員会は、去る９月３にの本会議において、

議長及び議会選出監査委員を除く全員で構成

する決算特別委員会を開催、正副委員長を選

出し、会議日程に従い９月16日に慎重審議が

行われた次第でございます。 

＋ ＋

  決算の審査に当たりましては、本会議におけ

る市長の提案説明並びに監査委員の監査報告、

委員会における収入役を初め担当課長よりの

細部にわたっての説明を受け、総括質疑の後、

会計別に質疑を行い、そして採決を行った次

第であります。その経過については、再び申

し上げることを省略させていただき、後日会

議録によりご承知いただくようお願い申し上

げ、結果のみご報告いたします。 

  認第１号、平成15年度長井市歳入歳出決算認

定については、賛成多数をもって原案のとお

り認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認第２号、平成15年度長井市水道事業

会計決算認定については、全員一致で原案の

とおり認定すべきものと決定いたしました。 

  以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程において委員から出

されました質疑を踏まえ、日ごろの業務につ

いては、遺漏のない事務の執行に当たられる

よう望むものであります。 

  ご協力を賜りました委員各位並びに詳細な決

算審査意見書を提出いただき、審査に便宜を

いただきました監査委員、事務当局に対し、

深く感謝を申し上げまして報告を終わります。 

○鈴木良雄議長 委員長の報告が終わりました。 

  ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

  これより採決を行います。 

  日程第１、認第１号並びに日程第２、認２号

の以上２件について、討論の通告がありませ

んので、討論を終結し、順次採決いたします。 

  まず、認第１号、15年度長井市歳入歳出決算

認定についての１件について、決算特別委員

長の報告は、原案可決であります。 

  決算特別委員長報告のとおり決するに、賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○鈴木良雄議長 起立多数であります。 

  よって、認第１号は、決算特別委員長報告の

とおり認定することに決定いたしました。 

  次に、日程第２、認第２号、平成15年度長井

市水道事業会計決算認定についての１件につ

いて、決算特別委員長の報告は、原案可決で

あります。 

  決算特別委員長報告のとおり決するに、賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○鈴木良雄議長 起立全員であります。 

  よって、認第２号は、決算特別委員長報告の

とおり認定することに決定いたしました。 
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○鈴木良雄議長 次に、総務・文教常任委員会の

審査報告を求めます。 

  安部 隆委員長。 

   （安部 隆総務・文教常任委員長登壇） 

○安部 隆総務・文教常任委員長 おはようござ

います。 

  総務・文教常任委員会に付託されました審査
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報告を申し上げます。 

  平成16年第５回市議会定例会において、総

務・文教常任委員会に付託になりました議案

２件、請願２件について審査いたしました経

過と結果についてご報告申し上げます。 

  本委員会は、会議日程に従い、去る９月10日

に開催し、委員全員出席のもと、所管課長並

びに紹介議員の出席を求め審査をいたしてお

ります。 

  それでは、初めに、議案第53号、字の区域及

び名称の変更について申し上げます。 

  本案は、土地改良法に基づく、県営宮原地区

経営体育成基盤整備事業により、従来、字界

と定めておりました道路、水路等が排除され、

新たな区画に基づいた道路、水路等が設置さ

れたことに伴い、新たに字界を定め、字の名

称の変更をするために提案されたものであり

ます。 

  審査に当たり、農林課長より、本事業は、平

成11年度から事業に着手し、今年度完了予定

となっており、面積は67.7ヘクタールであり、

総事業費は12億1,590万円になる予定であると

の説明を受けたところでございます。 

＋

  質疑に入り、委員からは、苦労された換地作

業のこれまでの経過と地権者や地元から意見

や質問はなかったのか、との質疑がなされ、

これに対し農林課長からは、調整水路で区切

られたところに飛び地が残ってしまったため、

どうしても避けることができないという換地

部会の判断に基づき、花作町七兵衛坪下と長

町を飛び字にすることを施工委員会で了承い

ただいたという経過がある。 

  字の名称についての異論はないが、清算方法

について少し不満を持っている方がおられる

ため、換地部会の役員を中心に、現在協議を

重ねているとの答弁を受けたところでありま

す。 

  採決の結果、全員一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

  次に、議案第56号、長井市営バス設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について申し上げます。 

  本案は、長井市営バス今泉駅・公立置賜総合

病院線を廃止し、新たに致芳地区から市中心

部、平野地区、豊田地区を経由して公立置賜

総合病院まで運行する新路線バスを設置する

ために提案されたものであります。 

  審査に当たり、企画調整課長より、新路線の

選定にあたっては、地域交通バス運行の空白

地域解消と市街地への通院者や買い物客の利

便性を図るために、利用動機となりやすい個

人医院商店街などを経由するようルートの設

定を行ったとの説明を受けたところでありま

す。 

  質疑に入り、委員からは、山形鉄道とこれま

で二次交通の利便性を図るための話し合いを

行ってきたのかとの質疑がなされ、企画調整

課長からは、山形鉄道とは、今回の運行につ

いて、趣旨とルートの概略を説明して協議を

行っています。山形鉄道からは、フラワー長

井線と平行して運行する区間があり、多少の

影響はあると思うが、やむを得ないという返

事をいただいていますとの答弁を受けたとこ

ろであります。今後も利便性を図るために、

利用者や地域の方々の要望を伺い、山形鉄道

と調整を図っていきたいとの答弁を受けたと

ころであります。 

  また、委員からは、以前山交バスの路線が廃

止になったときに、地元から代替バスの要望

は出なかったのか。市はどういう判断をした

のか、との質疑がなされ、これに対し企画調

整課長からは、その当時、致芳地区の住民か

らは代替バスの運行の要望が出されていると

思うが、山交等への委託による運行は財政的

に難しく、自家用バスでの運行が一般的に行

われるようになったのは最近であるので、当
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時、道路交通法第80条の許可を得ての運行見

通しを立てられなかったのではないかと思わ

れるとの答弁を受けたところであります。 

  また、委員からは、もし採算がとれなくなっ

た場合、赤字幅がどれぐらいまでだと運行で

きると考えているのか。西根バスのように手

を挙げて乗降できるよう検討する考えはない

のか。さらに、今回の運行計画は、将来的に

は西根バスと一本化し、空白地域の解消の第

一歩としてとらえてよいのか、との質疑がな

され、企画調整課長からは、シャトルバスの

赤字額程度であれば、当分は運行を続けてい

きたいと考えている。フリー区間の設定につ

いては、警察と協議し可能な区間があるので、

運行が安定してきたら検討したいと考えてい

る。交通体系については、西根、伊佐沢地区

を含め、将来一本化は必要であると考えてい

るとの答弁を受けたところであります。 

＋ ＋

  さらに、委員からは、地域住民に利用拡大を

強く働きかけ、相乗効果の出るような方策を

積極的に講じるとともに、安全対策について

も万全を期し、運行管理者の設置をぜひ検討

してもらいたいとの質疑がなされ、企画調整

課長からは、通院のための利用が多いため、

病院付近にできるだけ停車するように、ルー

ト設定を行っている。二次交通としての役割

十分果たせるよう、今後も利便性アップに努

力していきたいと考えている。安全対策につ

いては、安全運転ができるよう十分検討し、

安全体制が図られるような運営体制を今後も

講じていきたいとの答弁を受けたところであ

ります。 

  討論に入り、委員からは、地域住民の要望に

こたえて提案されたものであり、本案には賛

成であるが、現在運行している西根バスと伊

佐沢バスとは異なる方式での運行であり、フ

ラワー長井線との連携をどうするか、さらに

十分に検討を加えるとともに、市民から理解、

協力が得られる統一した運行体系と市全体の

交通体系をこれから検討し、つくっていただ

くことを強く要望し、賛成するとの意見が出

されたところであります。 

  採決の結果、全員一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

  次に、請願第10号、国営としての郵政事業堅

持に関する意見書提出方請願について申し上

げます。 

  本請願は、長井市栄町７番36号、安城 博氏

より提出されたものであります。趣旨とする

ところは、郵政事業は、全国２万4,000余の郵

便局ネットワークを通じて、郵政三事業を初

め、各種年金の支払事務などの公的サービス

を全国あまねく公平に提供し、国民生活の安

定向上と福祉の増進に大きく寄与していると

ころであり、今般、郵政事業の民営化があた

かも規定路線のごとく報じられ、国民の意見

が全く反映されていない状況にあり、まさに

「まずは民営化ありき」のみが先行しており、

民営化になれば郵政三事業一体の全国ネット

ワークが崩れ、過疎地域のサービスの低下や

全国均一料金制度の崩壊につながり、利用者

にとって不利益になることから、現行の経営

形態を引き続き堅持し、今後とも国営・非営

利としての郵政事業を行うよう、意見書を政

府関係機関に提出していただきたいとするも

のであります。 

  質疑に入り、委員からは、請願文から、今後

も民営化の選択肢がないように受けとめられ

る。民営化されたドイツでは、過疎地から郵

便局がなくなっており、日本もそうなってい

くのか。また、民営化されると何が違ってく

るのか、との質疑がなされ、紹介議員からは、

国民のための真の事業になり得るのか、十分

検討するべきであり、民営化も選択肢の一つ

であり、未来永劫民営化を否定するものでは

ないと考えている。郵政公社がスタートとし
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てまだ間もなく、十分な国民的な議論もせず

一方的に民営化ありきは、国民の合意を無視

するものと考えている。都会と地方では認識

に違いがあると思っている。民営化されれば、

不採算部門は切り捨てされ、交通弱者や高齢

者には特に不便を来すことになると懸念して

いる。郵便貯金の運用についても、民営化に

なった場合どうなっていくのか全く不透明で、

具体像が不確定の状況であり、この時期に民

営化するのは総論的におかしいと思っている、

との答弁を受けたところであります。 

  討論に入り、委員からは、郵政三事業の中で

も特に郵便、貯金事業は、どこに住んでいて

も、全国均一料金であまねく公平にサービス

が受けられ、さらに、年金の受給などの恩恵

も受けられるシステムは、非営利の国営だか

らできるのであり、長井市にとっても郵便局、

郵便事業は不可欠である。民営分割化になれ

ば、自由競争の名のもとに、利用者の負担増

や不採算地域から郵便局が撤退され、サービ

スの地域格差が危惧されるので、現行経営形

態を継続させるべきであり、本請願を採択し、

意見書を提出して民営化ありきを押しとめる

力にしていくべきであるとの意見が出された

ところであります。 

＋

  採決の結果、本請願は、全員一致で採択すべ

きものと決定いたしました。 

  次に、請願第11号、学校事務職員および学校

栄養職員の給与費等について、現行の義務教

育費国庫負担制度を維持するよう、国に対し

て「意見書」の提出を求める請願について申

し上げます。 

  本請願は、山形県教職員組合西置賜地区支部

支部長、高橋 憲氏より提出されたもので、

その趣旨は、学校事務職員、学校栄養職員の

給与費等を義務教育費国庫負担法から適用除

外することなく、現行の義務教育費国庫負担

制度を維持するよう、国に対して意見書を提

出していただきたいとするものであります。 

  審査に入る前に、大滝教育長から、本請願が

提出された背景と適用除外となった場合の地

方自治体や学校の運営に与える影響について

の説明を受けた後、質疑に入り、委員からは、

これまで教育長会議で具体的に協議をしたこ

とがあるかとの質疑がなされ、これに対し、

教育長からは、就任以降は話し合われた経緯

はないが、過日開催された山形県教育委員大

会において、義務教育費国庫負担制度堅持を

求める要望書が採択されているとの説明を受

けたところであります。 

  また、委員からは、同制度は堅持すべきであ

ると考えているが、もし適用除外となった場

合、長井市の影響額はどれくらいになるのか、

との質疑がなされ、管理課長からは、長井市

には各小中学校に県費で学校事務職員と学校

栄養職員を10人配置していただいており、そ

の分が市の負担となるが、交付税で措置され

ているので、全額市税負担になることはない

と思う、との説明を受けたところであります。 

  討論に入り、委員からは、地方６団体の改革

案に、中学校教職員分8,500億円の削減が盛り

込まれたが、まだ決定されたものではなく、

教育をどうするか、国、県を通じてもっと議

論を深めるべきであるという附帯意見がつい

ている。学校、教育のあり方が取りざたされ

ており、もっと尊重し議論するべきである。

国庫負担と補助とは性質が異なるものであり、

負担は永続的に続けるべきであり、自治体の

財政力いかんによって、教育の条件整備や学

校運営に格差が生じることがないよう、国が

財源を保障する現行制度は残していくべきで

あるとの意見が出されたところであります。 

  採決の結果、本請願は、全員一致で採択すべ

きものと決定いたしました。 

  なお、即刻意見書を提出させていただきます

ので、よろしくご賛同賜りますようお願い申
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し上げます。 

  以上で総務・文教常任委員会に付託になりま

した案件審査の報告を終わります。 

○鈴木良雄議長 委員長の報告が終わりました。 

  ただいまの報告に対しご質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

  これより採決を行います。 

  それでは、日程第３、議案第53号から日程第

６、請願第11号までの以上４件について、討

論の通告がありませんので、討論を終結し、

順次採決いたします。 

  まず、日程第３、議案第53号、字の区域及び

名称の変更についての１件について、総務・

文教委員長の報告は、原案可決であります。 

  総務・文教委員長報告のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

＋ ＋○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第53号は、総務・文教委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第４、議案第56号、長井市営バス

設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についての１件について、総務・

文教委員長の報告は原案可決であります。 

  総務・文教委員長報告のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第56号は、総務・文教委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第５、請願第10号、国営としての

郵政事業堅持に関する意見書提出方請願の１

件について、総務・文教委員長の報告は採択

であります。 

  総務・文教委員長報告のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、請願第10号は、総務・文教委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第６、請願第11号、学校事務職員

及び学校栄養職員の給与費等について、現行

の義務教育費国庫負担制度を維持するように、

国に対して「意見書」の提出を求める請願の

１件について、総務・文教委員長の報告は採

択であります。 

  総務・文教委員長報告のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、請願第11号は、総務・文教委員長報

告のとおり決定いたしました。 

 

 

  厚生常任委員会審査報告 

 

 

○鈴木良雄議長 次に、厚生常任委員会の審査報

告を求めます。 

  蒲生光男委員長。 

   （蒲生光男厚生常任委員長登壇） 

○蒲生光男厚生常任委員長 今期、第５回市議会

定例会において、厚生常任委員会に付託にな

りました議案１件について、審査をいたしま

した経過と結果についてご報告申し上げます。 

  本委員会は、会議日程に従い、去る９月13日

に開催し、委員出席のもと、当局関係者の出

席を求め審査をいたしております。 

  それでは、議案第55号、長井市印鑑条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げま

す。 

  本案は、総務省通知の印鑑登録証明事務処理

要領の一部改正等により、所要の改正を行う

ため提案されたものであります。 

―１５２― 

＋


